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〈こども家庭センターの設置要件〉

Q1. 母子保健部門と児童福祉部門の組織統合は必須か？
A1. 両機能を担う部署(課など)を統合することは、一体的な運営を行うために非常に有効な方法で
あると考えられますが、センター設置の必須要件とはされていません。
ただし、組織運営が一体であることは必要ですので、センター長による指揮命令と統括支援員によ
る実務面の業務マネジメントが両機能に及ぶ組織体系である必要があります。両機能の課を別々の
ままセンターを設置した自治体では、同じ部の中へ両課を統合して両機能の上位(部長)にセンター
長を置き、両課の業務をマネジメントするリーダーに統括支援員を置く体系として指揮命令と業務
マネジメントが両機能に及ぶ組織体系とした例や、統括支援員を両機能いずれかの部署の中に置き
ながらも統括支援員の業務マネジメントが他方の機能にも及ぶことを明確化した例などがあります。
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Q2. 母子保健と児童福祉の両機能が同じフロア
や建物である必要はあるか？

A2. 両機能を同じフロアや建物に配置することは、一体的
運営のための有効な方法ですが、センター設置の必須要件
とはされていません。約７割の自治体が両機能が同じ建物
の同じ階にあるセンターを設置している一方、約２割の自
治体は、両機能が離れた場所のままセンターを設置してい
ます。共同設置にあたり複数市町村の児童福祉機能を１か
所に集約する場合など、両機能が離れざるを得ないことも
想定されます。一体的運営に向け、今後の移転や建替えの
タイミングなどを機に、可能な限り同一フロアや同一建物
に集約することが望ましいと考えられます。
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Q3. 子どもを預かる場所や親子交流のひろばは必須の施設か？
A3. 一時預かりや親子交流ができる施設（一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業を含む）をセ
ンターに併設するのは望ましいですが、センターの設備の必須要件ではありません。少なくとも、
親が子連れでも相談できるよう、親が相談している間に事務所の一角や相談室の中でこどもが待つ
ことができる工夫（玩具や絵本、ベビーベッドなどの配置、他の職員がこどもの相手をする又は見
守る等の対応など）をお願いします。そのような一角や備品を用いて、相談に来た家族とこどもの
関わり合いを促しながら観察や相談･助言ができる環境を作ることも望ましいです。
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Q4. 統括支援員を複数名配置してもよいか？
A4. 母子保健機能と児童福祉機能による一体的支援のために両機能にまたがる実務面の業務マネジ
メントを行うため、統括支援員は１センターあたり専任で１名配置することとしており、母子保健
部門と児童福祉部門それぞれに統括支援員を配置するような複数配置は想定していませんが、統括
支援員の業務負担を分散させるために補助的な統括支援員を２人目として配置している自治体や、
地区別に複数名の統括支援員を配置している自治体があり、そのような地域の実状に応じた配置を
否定するものではありません。ただし、利用者支援事業(こども家庭センター型)の補助対象となる
統括支援員は１名のみです。
Q5. 統括支援員は両機能の職員と兼務させてよいか？
A5. 統括支援員は業務マネジメントを担う専任者として配置することが望ましいです（ガイドライ
ンp12）。両機能の業務を直接担う職員から俯瞰した立場で業務のマネジメントを担うことを想定
しています。ただし、例外的に、小規模な町村においては、こども家庭センターガイドラインが求
める統括支援員の役割と業務をすべて行っていると整理できる場合に限り、統括支援員の役割に支
障がない範囲で児童福祉機能の一部（こども家庭相談等）を兼務することも差し支えありません。
Q6. 統括支援員の職位は両機能の係員よりも上位である必要があるか？（小規模な市町村では昇進
によって特定の人が統括支援員ポストに固定化すると組織全体の柔軟な異動や配置がしにくい）
A6. 統括支援員は必ずしも両機能を担う職員よりも職位が上であることは求めていません。セン
ター長は指揮命令権を持つ位置づけですが、統括支援員は一体的支援の促進など調整役割を担う実
務のリーダーですので、職位は両機能の職員と同列であっても差し支えありません。例えば、母子
保健機能や児童福祉機能にも係長級がいる自治体では、統括支援員も係長として置いている場合と
課長級に上げている場合の両方があります。
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Q7. 統括支援員は有資格者である必要があるか？
A7. ガイドライン(p11～12)に記載のとおり以下の職員も配置可能です。
①要件イ：有資格者ではないが両機能いずれかの業務経験のある職員
②要件ウ：市町村において要件アイと同等と認めた職員
※いずれの場合も統括支援員基礎研修の受講が必須です。

Q8. 児童福祉機能の子ども家庭支援員・虐待対応専門員の資格要件として認められている「内閣総
理大臣が定める基準に適合する研修」とは？

A8. 以下のいずれかの研修が該当します。
①児童福祉司任用前講習会、②児童福祉司任用後研修、③指導及び教育を行う児童福祉司(児童
福祉司スーパーバイザー)研修、④要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者研修

Q9. 母子保健機能には令和７年度までに困難事例対応職員を配置するように周知されているが、
配置は義務なのか。配置できなかった場合は補助金の交付対象外となるのか？

A9. ガイドライン(p36)には令和７年度末までに「配置することを目指すこと」、利用者支援事業
実施要綱には令和７年度末までに「職員の必置を目指すこと」としており、現時点では配置義務の
ある最低配置人員として位置づけてはいないため、困難事例対応職員が配置されていないことを
もって直ちにセンターの設置要件や母子保健機能の配置基準をみたしていないと判断されることは
なく、利用者支援事業(こども家庭センター型)母子保健機能の交付金の交付対象外になるものでは
ありません。なお、困難事例対応職員は専従の配置を想定しています。
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Q10. 小規模Ａ型(児童人口概ね９千人未満)の中でも特に小規模な自治体における最低人員配置は？
A10.
• 保健師等は１名以上配置し、専任が望ましいとされています。
• 児童福祉機能も同様に１名以上の配置が求められていますが、小規模Ａ型(人口5万人未満)では両機能
を兼務する常勤職員がいれば常時１名体制でも可とされ、保健師等との兼務が可能です。

• 統括支援員は専任が望ましいですが、両機能を一体的に運営できている小規模自治体では、ガイドラ
イン上で求められている統括支援員業務（一体的支援・サポートプラン活用・地域資源開拓等の推
進）を全て行った上でセンター長や児童福祉機能を担う職員を兼ねることは差し支えありません。

以上から、人口５万人未満の市町村では、後述p10（小規模Ａ型の自治体での人員配置の例）のとおり、
最低でも保健師等１名・子ども家庭支援員１名(保健師等２人目との兼任可)の２名を配置した上で、３～
４名も可能です。人口５千人未満などの状況によっては、例外的な取扱いとして、２名配置によるこど
も家庭センターの開設がありうる点については後述（p10）しています。
※加えて令和７年度末までに困難事例対応職員の配置を目指すこととされています（A9参照）

ただし、小規模Ａ型の中でも一定以上の児童人口を有し、妊産婦や子育て家庭に対する両機能の業務が
日常的に生じる自治体や、２名体制でセンターを開設したが母子保健機能による把握や医療機関・保育
所・学校等との連携によって早期からの相談支援が進み業務の対象を広げることができた自治体では、
本来的な最低３名以上（p10①～④）の配置や、業務量に応じた追加の人員配置に努めてください。

また、共同設置したセンター（後述p11-13）が小規模Ａ型（共同設置した複数市町村の児童人口の合計
で判断）に当たる場合は、単独設置に比べて調整業務や移動時間等が増えると考えられ、２名体制（p10
⑤）での運営は困難だと考えられますので、原則として最低３名体制（p10①～④）としてください。
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（参考）こども家庭センターガイドライン抜粋
【センター長】
母子保健機能及び児童福祉機能における双方の業務について、組織全体のマネジメントを行う
責任者である、センター長をセンター１か所あたり１名配置すること。
（小規模自治体等、自治体の実情に応じてセンター長は統括支援員を兼務することが可能）

【統括支援員】
母子保健機能及び児童福祉機能における双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断
することのできる統括支援員をセンター１か所あたり１名配置すること。

【母子保健機能】
①保健師等を１名以上配置すること。（専任が望ましい）
②社会福祉士、精神保健福祉士、その他の専門職等を１名以上配置すること。
（令和７年度末までに）

③利用者支援専門員を１名以上配置すること。ただし、地域の実情、センターの規模や母子保健
機能を担う職員構成等に鑑み、保健師等が利用者支援専門員が行う業務についても対応できる
と判断した場合は、この限りでない。

【児童福祉機能】
小規模Ａ型（人口５万人未満の市町村に限る）の類型である市町村においては、センター（母子
保健機能）とセンター（児童福祉機能）の事業を兼務する常勤職員がいる場合に限り、勤務形態
を問わず、常時１名体制でも可とする。
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（参考）児童福祉機能の最低配置人員

9

類 型 児童人口規模
下段：総人口規模 子ども家庭支援員 心理担当支援員 虐待対応専門員

（※１）

小規模Ａ型 児童人口：概ね０．９万人未満
人口：約５．６万人未満

常時２名（※２）
（１名は非常勤形態でも

可）
－ －

小規模Ｂ型
児童人口：概ね０．９万人以上
１．８万人未満
人口：約５．６万人以上約１１．
３万人未満

常時２名
（１名は非常勤形態でも

可）
－ 常時１名

（非常勤形態でも可）

小規模Ｃ型
児童人口：概ね１．８万人以上
２．７万人未満
人口：約１１．３万人以上約１
７万人未満

常時２名
（１名は非常勤形態でも

可）
－ 常時２名

（非常勤形態でも可）

中規模型
児童人口：概ね２．７万人以上
７．２万人未満
人口：約１７万人以上約４５万
人未満

常時３名
（１名は非常勤形態でも

可）

常時１名
（非常勤形態でも可）

常時２名
（非常勤形態でも可）

大規模型 児童人口：概ね７．２万人以上
人口：約４５万人以上

常時５名
（１名は非常勤形態でも

可）

常時２名
（非常勤形態でも可）

常時４名
（非常勤形態でも可）

※１ 上記の配置に加え、児童虐待相談対応件数に応じて虐待対応専門員を上乗せ配置する。
算式）［当該市町村の児童虐待相談対応件数 － 当該市町村の児童人口 × 全国の児童虐待相談対応件数／全国の児童人口］ ÷ ４０

※２ 人口５万人未満の市町村においては、母子保健機能と児童福祉機能を兼務する常勤職員がいる場合には、常時１名体制可。



センター長

統括支援員

母子保健機能
（専任）

児童福祉機能
(母子保健兼務)

①センター長１名、統括支援員１名、母子保健２名、児童福祉２名

② センター長１名、統括支援員１名、母子保健１名、児童福祉兼母子保健１名

④ センター長１名、統括支援員兼児童福祉兼母子保健１名、母子保健１名 ⑤ センター長兼統括支援員兼児童福祉兼母子保健１名、母子保健１名

③ センター長兼統括支援員１名、母子保健１名、児童福祉兼母子保健１名
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（参考）小規模Ａ型の自治体での人員配置の例

センター長

統括支援員

母子保健機能
（保健師等）

児童福祉機能
（子ども家庭支援）

児童福祉機能
（子ども家庭支援）

母子保健機能
（利用者支援）

※利用者支援専門員業務は保健師等が担う

ガイドラインは、下記①の６名体制を標準としつつも、自治体規模に応じて②の４名体制や③の３名体制とすることも想定されて
います。ただし、例外的に、小規模な町村においては、こども家庭センターガイドラインが求める統括支援員の役割と業務をすべ
て行っていると整理できる場合に限り、統括支援員の役割に支障がない範囲で児童福祉機能（こども家庭相談等）を兼務する④の
３名体制とすることも差し支えありません。さらに、人口５千人を下回る町村など対象となる妊産婦や子育て家庭が少ない状況に
おいては、センター長兼統括支援員が児童福祉機能を兼務する⑤２名体制も許容されますが、この場合は、開設後、アウトリーチ
や相談の対象を広げる取組みを進め、業務量に応じた人員配置に努めてください。

センター長

統括支援員
母子保健機能
（専任）

※利用者支援専門員業務は保健師等が担う

児童福祉機能
(母子保健兼務)

兼務

センター長

統括支援員

児童福祉機能
(母子保健兼務)

母子保健機能
（専任）

兼務

※利用者支援専門員業務は保健師等が担う ※利用者支援専門員業務は保健師等が担う

センター長

統括支援員

児童福祉機能
(母子保健兼務)

母子保健機能
（専任）
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２．複数市町村での共同設置

こども家庭センターは、複数市町村による共同設置も可能とされており、共同設置に向けて検討が
進められているエリアがあります。
１つの町村単独では対象となる出生数や児童人口が少ない場合も、近隣エリアの複数市町村を合計
すると一定の人口規模になり、そのエリア全体としては、こども家庭センターとしての相談体制や
包括的支援の機能を充実させる必要性や一定の業務量が生じうると考えられます。
例えば、複数市町村から職員を出して児童福祉機能を共同運営する方法や、児童福祉機能の相談業
務など一部業務を社会福祉法人等に委託して経費を複数市町村で負担する方法などが考えられます。

ガイドライン（p10）



母子保健
機能

センター長

統括
支援員

児童福祉
機能

母子保健
機能

A市を担当 B町を担当
情報共有・連携

指揮・命令

情報共有・連携

・Ａ市が主体のセン
ターがＢ町の児童
福祉も担当
・Ｂ町は自町の
母子保健を担当

A市、B町担当

母子保健
機能

センター長

統括
支援員

児童福祉
機能

A市を担当 B町を担当

情報共有・連携

指揮・命令

母子保健
・

児童福祉

指揮・命令
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（参考）共同設置形態の例 ※いずれもセンターは１か所

情報共有
・連携

・Ａ市が主体の
センターが
Ｂ町にも助言
・Ｂ町は自町の
両機能を担当

母子保健
機能

センター長

統括
支援員

児童福祉
機能

母子保健
機能

A町を担当
B町を担当

情報共有・連携

指揮・命令

母子保健
機能

センター長

統括
支援員

児童福祉
機能

A市、B町、C村を担当
情報共有・連携

指揮・命令

A市、B町、C村を担当
情報共有・連携

A町とB町を担当

A市を担当



Q11. 共同設置をする場合の配置基準は？
A11. 児童福祉機能の最低配置人員は、共同設置する複数市町村の合計人口が該当する規模（合計
の児童人口が小規模Ａ型であれば小規模Ａ型）の基準が適用されます。ただし、共同設置によって
対応エリアが広域となり家庭や関係機関への移動距離が長くなること、母子保健機能や関係機関と
の調整、家庭支援事業の実施などに係る調整業務も増えることから、共同設置に関する人員配置に
ついては、小規模Ａ型での人員配置の例（p10）で示した例外的な２名体制（⑤）では運営が困難
だと考えられますので、原則として最低３名体制（①～④）としてください。
Q12. 一部事務組合、広域連合、協議会など、どんな形態で設置しても問題ないか？
A12. ガイドライン上、「一部事務組合等」による共同設置を可能としており、一部事務組合、広
域連合、協議会など、市町村が共同でセンターを運営できる形態であれば制限はありません。また、
児童福祉機能のみを複数市町村が共同で運営したり児童家庭支援センターその他の社会福祉法人等
に委託するといった方法による共同設置も可能です。
Q13. 市町村の人口規模によって、共同設置の可否に制限はあるか？
A13. 人口規模による制限は設けられていません。小規模Ｂ型以上の市町村においても共同設置は
可能であり、小規模Ａ型と小規模Ｂ型の市町村が共同で設置することも差し支えありません。
Q14. 共同設置した場合の利用者支援事業(こども家庭センター型)交付金の申請方法は？
A14. センターを構成する市町村それぞれから人件費等の必要額を交付申請していただけますので、
次ページ（共同設置における交付金申請の例）を参照の上、各職員に係る雇用契約又は委託契約を
締結している市町村から申請してください。同一人物に係る費用について複数の市町村からの申請
はできませんので、共同で費用負担している場合は代表自治体が交付金受領後に配分してください。13

２．複数市町村での共同設置



14

母子保健
機能

センター長

統括
支援員

児童福祉
機能

母子保健
機能

A町を担当
B村を担当

情報共有・連携

兼務

A町･B村を担当

【 A町･B村の広域連合が雇用 】

【 A町職員を配置 】 【 B村職員を配置 】

【 A町が社会福祉法人へ委託し、B村も一部支出 】

（参考）共同設置における交付金申請の例
○センター長兼統括支援員１名【Ａ町･Ｂ村から成る広域連合が雇用】
○母子保健機能 Ａ町担当保健師等１名【Ａ町職員】とＢ町担当保健師等１名【Ｂ町職員】を配置
○児童福祉機能 【Ａ町が社会福祉法人へ委託】して子ども家庭支援員１名を配置

Ａ町による交付金申請
・統括支援員１名分（広域連合を代表して申請）
・母子保健機能 保健師等１名分（専任又は兼任）
・児童福祉機能 小規模Ａ型基本分（一部委託）

Ａ町とＢ村による共同設置
（合計人口は小規模Ａ型）

B村による交付金申請
・母子保健機能 保健師等１名分（専任又は兼任）

Ｂ村負担分（統括支援員雇用経費、児童福祉機能委託経費）
×国庫補助率 をＡ町が受け取った交付金からＢ村へ分配



子ども･子育て支援交付金 利用者支援事業（こども家庭センター型）
○統括支援員１名分 ○母子保健機能 職員配置数や専任／兼任に応じて基準額を設定可能
○児童福祉機能 自治体規模と直営／一部委託に応じて基準額を設定可能
※児童福祉機能を一部でも業務委託していれば委託基準を適用可能
※最低配置人員を超えていても上乗せ配置５名分まで申請可能
※サポートプラン作成支援員は、サポートプランの活用に関わる何らかの事務（記録作成、資料
作成、会議補助／等）に従事していれば、センター全体の作成件数に応じた人数分を申請可能

※地域資源開拓コーディネーターは、センター１か所あたり１名分を申請可能
市町村相談体制整備事業
・スーパーバイザーの配置が可能
・調整機関や関係機関への助言等を行う虐待対応強化支援員や心理担当職員の経費を申請可能
・こどもの所属機関との連携担当職員、公認心理師等の専門職配置の経費を申請可能

児童の安全対策等のための体制強化事業
・安全確認担当職員、事務処理対応職員の配置経費を申請可能

ヤングケアラー支援体制強化事業（ヤングケアラー支援体制構築事業）
・自治体の規模に応じてコーディネーターの配置又は委託の経費を申請可能

➤以上の各補助単価は下記リンク「令和７年度予算の概要（虐待防止対策課）」参照
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-
4065-a7fb-fe569ab2450c/8081c00b/20250404_policies_jidougyakutai_33.pdf 15

３．職員配置に対する財政支援



Q15. 利用者支援事業(こども家庭センター型)の経過措置はいつまでか？
A15. 令和８年度までは、こども家庭センターの設置要件を満たしていなくても、両機能それぞれ
の最低人員配置を満たす場合は各機能の交付対象となりますが、令和９年度以降は、こども家庭セ
ンターの設置要件を満たしていない場合は、交付対象外となります。

Q16. 困難事例対応職員を配置できなかった場合は利用者支援事業補助金の交付対象外となるか？
A16. 前述A9のとおりです。

Q17. サポートプランの作成に係る支援員として、子ども家庭支援員や虐待対応専門員等の専門資
格を有する者（と同等の者）の配置が想定されているが、子ども家庭支援員等と同様に「内閣総理
大臣が定める基準に適合する研修を受けた者」を作成支援員として配置することは可能か？
A17. サポートプラン作成支援員についても、適合研修（A8.参照）の受講者を配置して差し支えあ
りません。作成支援員の配置にあたっては、そのセンターにおいて従事する業務の内容を遂行する
ために必要とされる資質や知識を有しているかという観点から、自治体においてご判断ください。

※本日の質疑を踏まえ、今後更新予定
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３．職員配置に対する財政支援



Q18. こども家庭センターを設置・運営する際、届出が必要となる場合があるか？
A18. 利用者支援事業(こども家庭センター型)を実施するため、第２種社会福祉事業の届出を都道府
県に行う必要があります。既に「母子保健型」で届出済みの場合、事業開始（こども家庭センター
設置）から１か月以内に変更届を提出してください。

Q19. こども家庭センター設置の要件の１つに「当該施設の名称はセンター又はこれに類する自治
体独自の統一的名称を称すること」とされているが、○○センター以外の「こども家庭支援課」
「こども相談課」などの名称を使用することは可能か？
A19. ガイドラインに定めているこども家庭センターの役割や業務を担っていることを広く一般的
に認知可能であれば、センター機能を担う部署名のみを公称した場合も、こども家庭センター設置
要件を満たします。住民向けに、妊産婦や子育て家庭、こどもが相談して支援を受けられる機関で
あることを周知するよう努めてください。

Q20. 設置済みの家庭児童相談室をこども家庭センターの児童福祉機能とみなしてもよいか？
A20. 児童福祉機能は家庭児童相談室の機能を包含します（ガイドラインp145）ので、児童福祉機
能の中に家庭児童相談室を位置づけて差し支えありません。家庭児童相談室の職員配置や業務内容
が児童福祉機能に求められる最低人員配置と機能・業務内容を満たしている場合は、家庭児童相談
室をこども家庭センターの児童福祉機能とみなすことも可能です。
Q21. 国のこども家庭センター設置運営要綱はあるか？市町村として定めるべきか？
A21. こども家庭センターガイドラインが設置運営要綱としての性質を兼ねています。設置運営要
綱の制定は必須としていませんが、組織や機能について何らかの定めが必要だと考えられます。 17

４．その他



Q22. 基礎研修の受講が完了していなくても統括支援員と名乗ってよいか？交付対象となるか？
A22. 当該年度のうちに統括支援員基礎研修の受講完了していただくことを前提に、統括支援員の
名称を用い、また、利用者支援事業(こども家庭センター型)の交付対象とすることが可能です。

Q23. 「子育て世代包括支援センター」や「子ども家庭総合支援拠点」の名称は廃止すべきか？
A23. 令和６年４月１日施行の児童福祉法改正により、旧「子育て世代包括支援センター」及び旧
「子ども家庭総合支援拠点」は法律上の位置づけがなくなり、こども家庭センターの母子保健機能
と児童福祉機能に位置づけが変更となっております。
自治体における事業実施の運用において必ずしも旧名称の廃止を求めているものではありませんが、
依拠する法律上の名称は削除されましたので、こども家庭センターの設置にあたり、また、設置後
の運営の改善にあたり、各自治体における適切な名称（条例や要綱に規定される名称、広報物での
名称、通称などを含む）をご検討、ご判断ください。
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４．その他


